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▲町役場 2階の情報コーナー

件数 実施機関
決定内容

開示 部分
開示

開示

請求

8 町長部局 5 3

4 教育委員会 4
開示

申出
6 教育委員会 6

合計 18 5 13

公文書の開示請求・申出の処理状況

件数 実施機関
決定内容

開示 部分
開示

開示請求 3 町長部局 1 2

合計 3 1 2

個人情報の開示等請求の処理状況

実施機関 件数
○町長部局 361

総　務　部 62

住民福祉部 190

産業建設部 65

上下水道部 44

○教育委員会 103

○選挙管理委員会 9

○公平委員会 3

○監査委員 2

○農業委員会 9

○固定資産評価
　審査委員会

2

○議会 3

合計 492

個人情報取扱事務の届出状況

町
で
は
、
情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報

保
護
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
2
つ

の
制
度
の
平
成
23
年
度
の
運
用
状
況
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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公
開
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情
報
公
開
制
度
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
町

政
へ
の
参
加
と
開
か
れ
た
町
政
を
推
進
す
る

た
め
に
、町
が
保
有
し
て
い
る
行
政
情
報（
公

文
書
）
の
開
示
を
請
求
で
き
る
権
利
を
保
障

す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
23
年
度
の
公
文
書
の
開
示
請
求
は
12

件
あ
り
、
決
定
内
容
は
開
示
が
5
件
、
部
分

開
示
が
7
件
で
、
決
定
に
対
す
る
「
不
服
申

立
て
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
開
示
請
求
権
者
（
町
在
住
・
在
勤

の
人
な
ど
）
以
外
の
人
な
ど
か
ら
公
文
書
の

開
示
の
申
出
を
6
件
受
け
、
部
分
開
示
が
6

件
で
し
た
。

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

　

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
町
が
保
有
す
る

個
人
情
報
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
皆
さ
ん

の
自
己
情
報
に
つ
い
て
開
示
や
訂
正
な
ど
を

す
る
権
利
を
定
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
す
。

　

平
成
23
年
度
は
、
個
人
情
報
の
開
示
請
求

が
3
件
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
個
人
情
報
の

訂
正
、
削
除
、
利
用
な
ど
の
中
止
の
請
求
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
届
出
状
況

　

個
人
情
報
保
護
制
度
を
実
施
す
る
町
の
機

関
（
実
施
機
関
）
が
個
人
情
報
を
取
り
扱
う

事
務
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
目
的
、
対
象
者

の
範
囲
、
記
録
項
目
、
収
集
先
な
ど
を
明
ら

か
に
し
、
町
長
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

平
成
23
年
度
の
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
届

出
件
数
は
、
4
9
2
件
で
し
た
。

情
報
コ
ー
ナ
ー
の
利
用
案
内

　

町
役
場
2
階
の
情
報
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
情

報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度
に
関
す
る
相

談
や
開
示
請
求
の
受
付
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
町
政
に
関
す
る
資
料
が
自
由
に

閲
覧
で
き
ま
す
。
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情情報ホットラインワイド版田原本町からのお知らせ

税
な
ど

暮
ら
し
・
環
境

年
金
・
保
険

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

ま
ち
づ
く
り

催
し
・
講
座

募
集
・
就
職

お
知
ら
せ

無 料 相 談 コ ー ナ ー
町の各施設で、さまざまな相談に応じています。

　簿記会計の相談や国税に関する一般的な税務相談
日時＝5月16日㈬午後1時～4時（1人30分以内）
場所＝町役場 1階 103 相談室
対象＝税理士に依頼していない人
担当＝近畿税理士会桜井支部所属の税理士
申込＝税務課課税第一係☎ 34-2112
問　近畿税理士会桜井支部（杉本幸弘税理士事務所
内）☎ 43-4521

無料税務相談（電話予約制）

　集団生活に適応が困難な幼児、小・中学生と保
護者のための相談
日時＝毎週水・金曜日　午前 10時～午後 4時
場所＝青垣生涯学習センター総合事務室
担当＝社会教育指導員
問　 青垣生涯学習センター（生涯教育課）
　　☎ 32-6193

やすらぎ相談室　通常相談（予約制）

　自分の子どもや地域の青少年にかかわる悩みの
相談
日時＝毎週水・金曜日　午前 10時～午後 4時
場所＝青垣生涯学習センター総合事務室
担当＝社会教育指導員
問　青垣生涯学習センター（生涯教育課）
　　☎ 32-6193

青少年悩みごと相談（予約制）

　集団生活に適応が困難な幼児、小・中学生と保
護者、学級担任、関係教員のための専門的な相談
日時＝ 5月 23日㈬午前 10時～午後 4時
場所＝青垣生涯学習センター総合事務室
担当＝臨床心理士
問・予約　5月 16 日㈬までに、 青垣生涯学習セ
ンター（生涯教育課／☎ 32-6193）へ。

やすらぎ相談室　特別相談（予約制）

心配ごと相談（予約制）

　家庭問題、財産など生活上の悩みの相談
日時＝毎週木曜日午後 1時～ 4時（3・17 日は
休み）
場所＝社会福祉協議会（旧保健センター西館）
担当＝民生児童委員ほか
※予約制ですが、空きがあれば当日可。
問　町社会福祉協議会（旧保健センター西館）
　　☎ 34-2118

　国の行政についての不満、要望などの相談
日時＝ 5月 17日㈭午後 1時～ 4 時
場所＝町役場 2階 201 相談室
担当＝行政相談委員
問　 住民保険課☎ 34-2087

行政相談

　弁護士による法律相談
日時＝ 6月 1日㈮午後 1時～ 4 時
場所＝町役場 2階 202 相談室
相談時間＝ 1人 30分程度
問・申込＝ 5月 25 日㈮午前 9時 30 分から、電
話で奈良弁護士会（☎ 0742-22-2035）へ。中
南和各地でも相談を実施していますので、詳細は
お問い合わせください。

中南和法律相談センター（予約制）

　人権問題に関する相談
日時＝ 5月 17日㈭午後 1時～ 4 時
場所＝町役場 2階 201 会議室
担当＝人権擁護委員
問　 住民保険課☎ 34-2087

人権相談

　昭和 24年 6月 1日に、人権擁護委員法が施行
されました。これによって、国民の基本的人権を
擁護する機関である人権擁護委員制度が誕生しま
した。
　国民一人ひとりが、主体的に豊かな人権意識を
育てることができるよう、人権擁護委員が、人権
問題に関する相談に応じます。
日時＝ 6月 1日㈮午後 1時～ 4時
場所＝町役場 2階 201 会議室
問　住民保険課☎ 34-2087

「人権擁護委員の日」特設相談所

　弁護士による法律相談
日時＝ 5月 17日㈭午後 1時～ 4時
場所＝町役場 2階 202 相談室
申込＝住民保険課で 5月 2日㈬から受付（定員
は 6人）
問　住民保険課☎ 34-2087

無料法律相談（予約制）




